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各種体制確保にかかる目標の達成状況について①（連携協議会の目的）

4

平時の連携協議会の目的

感染症法により、都道府県に設置する連携協議会は、

①予防計画の実施状況
（医療提供体制を始めとした各種体制の確保に係る目標等の進捗・実施状況）

②予防計画の実施に有用な情報

を共有し、構成員の連携協力体制を構築することが求められる。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）
第１０条

の２
都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっ

ての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療
機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関その他の関係機関により構成
される協議会（以下、「都道府県連携協議会」という。）を組織するものとする。

第2項 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県及
び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有
し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。



改正感染症法により都道府県連携協議会や医療措置協定等の仕組みが整備されたほか、新型コロナ

ウイルス感染症の対応時の経験を踏まえ、「保健所・衛生科学センターの体制整備」「協定による検査体
制・医療提供体制・宿泊施設の確保」「移送体制の強化」「外出自粛対象者の療養環境整備」「人材養成・
資質の向上」等、新興感染症に的確に対応できるよう全面的に改定を行う。

Ⅰ 計画改定の趣旨

[計画期間] 令和６年度～令和11年度
【3年で中間見直し・6年で全項目改定】

滋賀県感染症予防計画の概要版

○感染症法第10条に基づく法定計画
〇当計画と医療法に基づく滋賀県保健医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画、保健所

設置市である大津市の予防計画、地域保健法における基本指針に基づく保健所や衛生科学センターの健康危機対処計画と整合性を確保し、感染
症対策を総合的かつ計画的に推進する。

Ⅱ計画の位置づけ

第１ 【充実】 感染症の予防の推進の基本的な方向
第２ 【充実】 感染症の発生の予防およびまん延の防止のための施策
第３ 【充実】 感染症の病原体等に関する情報の収集、調査および研究
第４ 【充実】 病原体等の検査の実施体制および検査能力の向上
第５ 【充実】 感染症に係る医療を提供する体制の確保
第６ 【新規】 感染症の患者の移送のための体制の確保
第７ 【新規】 感染症に係る医療を提供する体制等の確保に係る目標
第８ 【新規】 宿泊施設の確保
第９ 【新規】 外出自粛対象者の療養生活の環境整備
第10 【新規】 感染症の予防またはまん延防止のための総合調整・指示の方針
第11 【新規】 感染症対策物資等の確保
第1２ 【新規】 感染症に関する啓発および知識の普及ならびに感染症の患者等

の人権の尊重
第13 【新規】 感染症の予防に関する人材の養成および資質の向上
第14 【新規】 感染症の予防に関する保健所の体制の確保
第15 【新規】 特定病原体等を適切に取り扱う体制の確保
第16 【充実】 緊急時における感染症の発生の予防およびまん延の防止、病原

体等の検査の実施ならびに医療の提供のための施策（国と地方
公共団体および地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。）

第17 【充実】 その他感染症の予防に関する重要事項

Ⅲ 計画の構成 前回計画から【充実】させる項目
前回計画から【新規】追加の項目

Ⅳ 計画の主なポイント

〇法10条の２に基づき、「滋賀県感染症対策連携協議会」を設置し、「平時から」
県だけではなく、保健所設置市の大津市、感染症指定医療機関、消防機関、
医療福祉関係団体、高齢者施設の団体等が連携して、感染症有事の対策を検
討。毎年1回以上開催し、連携強化を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルを通じて、
予防計画で定める感染症対策を着実に進めていく。

滋賀県感染症対策連携協議会構成員 表

〇県が進める医療福祉拠点構想における医療福祉センター機能を有する施設
(R9供用予定)において、県感染症対策主管課は医療福祉関係団体等と、平時
から「顔の見える関係」を築いていく。

Point1 滋賀県感染症対策連携協議会の設置 【第１】

区分 所属 区分 所属

都道府県 滋賀県 滋賀県医師会

保健所設置市 大津市 滋賀県病院協会

市立大津市民病院 滋賀県歯科医師会

済生会滋賀県病院 滋賀県薬剤師会

公立甲賀病院 滋賀県看護協会

近江八幡市立総合医療センター 滋賀県臨床検査技師会

彦根市立病院 滋賀県老人福祉施設協議会

長浜赤十字病院 滋賀県介護サービス事業者協議会連合会

高島市民病院 滋賀県児童成人福祉施設協議会

滋賀県立総合病院 市長会

学識経験者 滋賀医科大学 町村会

消防機関 消防長会 保健所長会

医療機関 関係団体

〇保健所は、必要な情報の収集、分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミュケ
ーション等を行う感染症対策の中核的な機関であることから、県は、「平時から」
必要人員の確保や設備等の整備を実施。また、保健所は感染症有事に速やか
に体制移行できるよう、業務継続計画、指揮命令系統や受援体制等を明確に
する健康危機対処計画を策定。外部人材であるＩＨＥＡＴ要員の登録を推進し、
感染症有事に即戦力となるよう、平時から研修や訓練を実施。

〇地方衛生研究所である衛生科学センターは感染症の「技術的かつ専門的な
機関」として、試験検査、ゲノム解析による感染源の特定や感染経路の推定等
の調査研究、専門研修、疫学情報の発信等、重要な役割を
果たせるよう、県は「平時から」必要人員の確保、老朽化した
施設・整備の更新等の取組を実施。衛生科学センターは、
平時から技術職員への人材育成を実施し、業務継続計画、
感染症有事の際の指揮命令系統や受援体制等を明確にする
健康危機対処計画を策定。

Point2 保健所・衛生科学センターの体制整備
【第２・第３・第７・第１３・第１４】

Ｒ９供用予定
衛生科学センターイメージ

〇段階に応じた衛生科学センターや民間検査機関等の役割の
明確化
流行最初期

→ 衛生科学センターが主体となって検査を実施。
流行初期（公表1カ月後）・流行初期以降（公表６か月後）

→ 公表1カ月後時点では、衛生科学センター、協定を締
結した一部の医療機関・民間検査機関で検査を実施。

→ 公表6カ月後時点までに、衛生科学センター、協定を
締結した全ての医療機関・民間検査機関で検査を実施。

※衛生科学センターの検査体制は、医療機関や民間検査機関
の検査体制充実後、ゲノム解析等の調査研究に注力する体
制にシフト。

〇段階に応じた保健所の役割の明確化
医療機関・民間検査機関の検査体制充実まで

→ 濃厚接触者の検体採取・医療機関に検体提出を求める
等の行政検査を実施。

→ 検査を実施しない発熱外来医療機関で採取された検
体を衛生科学センターや検査措置協定先の医療機関、
民間検査機関に搬送。

医療機関・民間検査機関の検査体制充実後
→ 衛生科学センターで実施したゲノム解析等の情報を

活用して、施設におけるまん延防止対策を推進。

〇地域検査センターの設置
医療機関での発熱外来ひっ迫の緩和および検査等の業務量
軽減・保健所での濃厚接触者の検体採取業務等のひっ迫を
緩和するため、軽症患者や濃厚接触者の検査を行うセンター
を各二次医療圏域に設置。

Point3 検査の実施体制の整備・確保 【第4・第7】 〇新興感染症発生・まん延時の医療提供の考え方を整理

Point4 医療提供体制の確保 【第5・第7・第10】

計画で目指す
医療提供体制の姿

『誰もが症状に応じて適切な医療に
アクセスすることができるとともに、

安心して療養生活を送ることができる。』

<入院体制>
必要な時に重症度に

応じて入院できる体制

<外来診療体制>
どこでも安心して

受診・相談できる体制

<自宅療養者等への医療提供体制>
誰もが安心して自宅・宿泊・施設療養
できる地域の医療福祉の連携推進

施策の
方向性

〇発熱外来体制の確保と受診相談センターの設置

目標値

※受診体制が一定確保されるまでの間は、
相談窓口が受診先の調整を実施

目標値

目標値

〇自宅療養者等の医療提供体制は病院・診療所
だけでなく、薬局・訪問看護事業所とも連携
して医療提供体制を確保

〇症状や重症度に応じた役割分担の明確化

〇公表期間中には、県が手配する車両を最大31台体制に
（公表期間前３台体制から大幅に体制強化を実施）

〇消防機関と新興感染症に対応した移送協力に関する協定を
締結

Point５ 移送・搬送体制の役割分担と強化 【第6】

〇新興感染症の公表期間中には、DMAT等の医療従
事者や介護職員の派遣を要請し、入院・移送調整を
一元的に行うコントロールセンターを設置

〇一般医療との両立のため、協定による確保病床の
即応化の考え方を整理

※コロナ対応の
経験を踏まえ、
医療機関に
要請する
タイミングを
整理

〇宿泊施設確保措置協定により有事の宿泊療養施設を確保
（目標値 公表1カ月後までに62室確保 最大６７７室）
〇宿泊療養施設・高齢者用宿泊療養施設のほか、感染症患

者であることを理由に介護サービスを受けられず退院で
きない患者に対応する通所型療養施設の設置。

〇外出自粛対象者の健康観察については、患者のリスクで
分類し、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、市町、民間
事業者と連携して実施。

〇生活支援については、市町や民間事業者と連携して実施
する体制構築に向け、平時から関係者と協議。

Point６ 外出自粛対象者の療養環境整備と
宿泊施設等の確保 【第７・第８・第９】

〇医療従事者や消防職員・民間救急事業者等
との感染管理に関する座学や実地訓練を
実施。

〇新興感染症発生時における迅速な検査実
施体制の確保のため、臨床検査技師会と連
携した、検体の採取や核酸検出検査等の実
践的な研修を実施。

〇感染管理専門家と連携し、高齢者施設等へ
の研修会を実施し、施設間や保健所・医療機
関等との協力・相談体制を構築。

Point７ 人材の育成 【第7・第１３】

入院・入所等

重症・中等症 軽症 無症状 要配慮

県庁・県保健所・
大津市移送車

× ◎ ◎ ○ ○

民間救急車 △ ◎ ◎ ◎ ○

タクシー・
介護タクシー等

× ○ ○ ○ ○

消防救急車 移送能力を超える場合：△（移送協力）／緊急性が高い場合：◎（救急搬送） ×

外来受診
・透析

※なお、実際に発生した感染症が、「事前の想定とは大きく異なる」場合、県はその感染症の特性に合わせて
機動的な対応を行う。

〇感染症病床のほか、医療措置協定により病床確保を推進、医療機関の役割の明確化

1日あたり核酸検出検査実施可能件数 420 件／日 420 件／日

リアルタイムＰＣＲ 3 台 6 台

1週間当たり実施可能件数 30 件／週 100 件／週

衛生科学センターの体制整備にかかる目標

現在実施可能件数 目標値

　ゲノム解析実施可能件数

　検査実施能力

　検査機器の数

流行初期
（公表後、1カ月以内）

流行初期以降
（公表後6カ月以内）

現在保有台数 整備目標台数

1日あたり核酸検出検査可能件数

医療機関

民間検査機関

医療機関・民間検査機関にかかる検査体制の確保にかかる目標

流行初期
（公表後、1カ月以内）

流行初期以降
（公表後6カ月以内）

　検査実施能力

180 件／日 4080 件／日

流行初期

新興感染症公表
１週間後

新興感染症公表
3カ月経過時点

新興感染症公表
６カ月後以内

医療機関数 １５機関 ２４機関 ５９４機関

流行初期以降

流行初期

新興感染症公表
１週間後～３カ月後まで

流行初期以降

新興感染症公表
６カ月後以内

病床数 ２４６床 ４６６床

（参考）
感染症病床

３４床 ３４床

合計 ２８０床 ５００床

重症用病床 ３１床 ５２床
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各種体制確保にかかる目標の達成状況について②（目標の詳細）
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目標の分類 具体的な目標の詳細
医療提供体制の確保に係る目標 医療措置協定により確保した

①新興感染症（※）患者を入院させるための病床数
②新興感染症に対応する発熱外来医療機関数
③自宅・施設療養中の新興感染症患者に対して医療を提供する

医療機関数
④後方支援の医療機関数
⑤医療人材派遣の人員数
⑥2カ月分以上の個人防護具を備蓄する医療機関数

検査実施体制の確保に係る目標 ①衛生科学センター（地方衛生研究所）の新興感染症にかかる検査
実施能力および検査機器の数

②検査措置協定により確保した医療機関・民間検査機関の検査実施
能力

宿泊施設の確保に係る目標 宿泊施設確保措置協定により確保した新興感染症患者を療養させる
ための居室数

人材の養成に係る目標 ①医療措置協定を締結した医療機関等の研修および訓練の実施・参加
割合

②県が実施する感染症の研修・訓練の回数

保健所の体制の確保に係る目標 ①保健所業務を行うための確保人員数
②必要な研修を受けたIHEAT登録者数

※感染症法に規定された新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症



医療提供体制確保の目標対実績（総括）
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病院 診療所 薬局 訪問看護事業所

目標値
（A）

５８機関 ５41機関 3７３施設 65事業所

９月1日現在の
締結済数

（B）
49機関 430機関 561施設 7事業所

目標達成までの
必要数

（Ｃ）
A-B

9機関 111機関 達成済 58事業所

各医療機関へ
協議・意向確認

改正感染症法施行・県予防計画発効

協定締結
完了仮〆

令和６年１月 ７月 ９月

協定指定医療機関申請書提出・協定締結
協定指定医療機関指定

４月

継続実施



医療提供体制確保の目標対実績（病床）
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流行初期 流行初期以降

目標値
（A）

確保病床数 246床 466床

内、重症用 31床 52床

９月１日までの
締結済数

（B）

確保病床数 429床 525床

内、重症用 35床 ４２床

目標達成までの
必要数
（Ｃ）
A-B

確保病床数 達成済 達成済

内、重症用 達成済 10床



医療提供体制確保の目標対実績（発熱外来）
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流行初期 流行初期以降

公表3カ月
経過時点

公表後
6カ月以内内、確保措置

対象

第一種・第二種
感染症指定
医療機関

目標値 A 7機関 ７機関 7機関

９月１日現在の締結数 B
７機関

(６機関)
７機関 ７機関

目標達成までの必要数 C＝A-B 達成済 達成済 達成済

病院 目標値 A 8機関 １７機関 46機関

９月１日現在の締結数 B
22機関

（18機関）
３４機関 ３８機関

目標達成までの必要数 C＝A-B 達成済 達成済 ８機関

診療所 目標値 A ー ー 541機関

９月１日現在の締結数 B
５２機関

（４０機関）
３３１機関 ４１７機関

目標達成までの必要数 C＝A-B ― ー １２４機関



発熱外来の圏域別分析

10

圏域別内訳 流行初期 流行初期以降 ＜参考＞
コロナの

1日当たり
最大発生
患者数内訳
（※）

公表3カ月
経過時点

公表後
6カ月以内

対応可能
患者数計

内、確保措置
対象

大津保健医療圏
（大津市保健所管轄地域）

１４機関
（９機関）

100機関 １２３機関 １，１１１人 452人

湖南保健医療圏
（草津保健所管轄地域）

２３機関
（１８機関）

１１３機関 １３４機関 1,666人 1,084人

甲賀保健医療圏
（甲賀保健所管轄地域）

７機関
（７機関）

３１機関 ４０機関 ５２３人 493人

東近江保健医療圏
（東近江保健所管轄地域）

１９機関
（１３機関）

５４機関 ６６機関 ８９７人 325人

湖東保健医療圏
（彦根保健所管轄地域）

７機関
（６機関）

２２機関 ２９機関 ３５６人 410人

湖北保健医療圏
（長浜保健所管轄地域）

８機関
（８機関）

３４機関 ４６機関 ５５７人 410人

湖西保健医療圏
（高島保健所管轄地域）

３機関
（３機関）

１８機関 ２４機関 ２４７人 97人

※県内でコロナ患者が1日当たりの最大発生者数3,2７1名（県外等患者10名除く）を記録した2022年8月19日の圏域別内訳



発熱外来の分布図
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発熱外来医療機関MAP コロナ発生MAP

発熱外来の協定を締結した医療機関で、①20人
以上の対応可能な医療機関を半径３ｋｍの円で表示、
②20人未満の医療機関を半径１kmの円で表示
9月1日現在で5,357名/日の対応可

コロナの1日あたり最大発生者数を記録した2022年
8月19日の1日あたり3,2７1名を、中学校区別に
集計してMAP上に表示



医療提供体制の確保目標対実績（自宅療養者等医療提供）
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協定締結機関数

病院・診療所 目標値 A 325機関

９月１日までの締結数 B 405機関

目標達成までの必要数 C＝A-B 達成済

薬局 目標値 A 373施設

９月１日までの締結数 B 561施設

目標達成までの必要数 C＝A-B 達成済

訪問看護事業所 目標値 A 65事業所

９月１日までの締結数 B ７事業所

目標達成までの必要数 C＝A-B ５８事業所



医療提供体制の確保目標対実績（後方支援）
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協定締結機関数

病院
目標値 A ５８機関

９月１日までの締結数 B 49機関

目標達成までの必要数 C＝A-B ９機関

有床診療所
目標値 A ３３機関

９月１日までの締結数 B ９機関

目標達成までの必要数 C＝A-B ２４機関



医療提供体制の確保目標対実績（人材派遣）
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目標値

A

９月１日現在の
協定締結数

B

目標達成までの
必要数

C=A-B

病院 29機関 30機関 達成済

診療所 ー ２４機関 ー

目標値

A

９月１日までの
協定締結数

B

目標達成までの
必要数
C=A-B

医師
14人

（13人）
34人

（12人）
達成済
（1人）

看護師
67人

（52人）
83人

（46人）
達成済
（6人）

その他
13人

（13人）
28人

（18人）
達成済

（達成済）

※カッコ内は県外派遣可能な人数



医療提供体制の確保目標対実績（PPE備蓄）
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目標値

A

9月1日現在締結している
医療機関における割合

B＝Ｓ‘／Ｓ

目標達成までの
必要数

C=A-B

2カ月分以上備蓄する
医療機関の割合

８０％ 45.6％ 34.4％

病院 診療所 訪問看護
事業所

計
Ｓ

９月1日現在の
協定締結医療機関数

４９機関 ４３０機関 ７事業所 486

（再掲）
協定締結機関数目標

58機関 594機関 ６５事業所 ７１７

病院 診療所 訪問看護
事業所

計
Ｓ‘

9月1日現在の
2カ月分以上備蓄する
旨の協定を締結した

医療機関数

３５機関 １８６機関 １事業所 ２２２



検査実施体制の確保目標対実績（衛生科学センター）
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県・大津市
共通

目標値
（※）

現在値

1日あたりPCR検査実施可能件数 420件/１日 ２１０件/１日

整備するPCR検査機器の数 ６台 3台

1週あたりゲノム解析実施可能件数 100件/1週 30件/1週

※衛生科学センターの再整備後の目標値（令和９年度供用予定）



検査実施体制の確保目標対実績（検査措置協定）
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県・大津市
共通

流行初期 流行初期以降

医療機関
民間

検査機関
計 医療機関

民間
検査機関

計

目標値
（Ａ）

180
件／日

4,080
件／日

９月1日現在の
確保検査実施件数

（Ｂ）

560
件／日

2,360
件／日

2,９２0
件／日

1,456
件／日

4,100
件／日

5,556
件／日

（参考）
協定締結機関数

34機関 ４機関 38機関
139
機関

４機関
143
機関

目標達成までの
必要数

Ｃ＝Ａ－Ｂ
達成済 達成済



宿泊施設の確保目標対実績（宿泊施設確保措置協定）
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県・大津市
共通

流行初期 流行初期以降

目標値
（Ａ）

62室 677室

9月1日現在の
確保居室数

（Ｂ）
６２室 ２３６室

（参考）
協定締結施設数

1施設 ２施設

目標達成までの
必要数

Ｃ＝Ａ－Ｂ
達成済 ４４１室



人材養成の目標対実績（研修）

NO. 計画記載の研修の
種別一覧

実施
目標

Ⅰ 医療機関等向け

各年
1回
以上

Ⅱ 高齢者施設・
障害者施設向け

Ⅲ 検査担当従事者向け

Ⅳ 学校・園の職員向け

Ⅴ IHEAT登録者向け

Ⅵ 保健所職員向け

Ⅶ 県職員等向け

Ⅷ 県民向け

NO. 研修の名称一覧 参加目標 参加実績

A 検査部門の職員向け
各年1回

以上

9月下旬予定

B 疫学部門の職員向け 参加済

NO. 県が実施する研修 対象者 実績実績・実施予定

① リスクコミュニケーション・
シンポジウム

保健・医療・福祉関係者
希望する県民の方 Ⅰ～Ⅷ全て

11月実施予定

② 感染対策地域支援ネットワー
ク（HAI-net）研修

Ⅰ（訪問看護事業所）・Ⅱ 8月実施済
（オンライン配信有）

③ 入院医療機関向け研修 Ⅰ（病院・有床診療所） 10月～12月実施予定

④ 看護職員向け専門研修 Ⅰ（病院・診療所） ７月実施済

⑤ 検査技師向け専門研修 Ⅰ（病院） ９月・2月実施予定

⑥ 医療機関所属全職種向け研修 Ⅰ（病院・診療所・歯科診療所・
薬局）

12月実施予定
（オンライン配信有）

⑦ 学校・保育園等職員向け研修 Ⅳ 9月実施予定

⑩ 肝炎コーディネーター研修 誰でも 12月実施予定

⑪ 結核研修 Ⅰ（病院・診療所）・Ⅱ・Ⅳ・Ⅵ・Ⅶ 1月～3月実施予定

⑫ 予防接種事業研修 市町の予防接種担当者
医療機関

5月実施済
11月実施予定

⑬ IHEAT座学研修 Ⅴ 11月実施予定

⑭ 保健所職員研修 Ⅵ 全5回予定（1回実施済） 19

国実施の研修の参加目標

県の研修の実施目標



人材養成の目標対実績（訓練）
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訓練の名称一覧 実施予定

新興感染症の発生を
想定した訓練
（年1回以上）

感染症対策総合訓練
（大津市と市立大津市民病院と合同で実施します。）
（議題５の「感染症を考える月間」で詳細を説明します。）

IHEAT登録者向け訓練
（年1回以上）

IHEAT登録者向け研修と一緒に実施

県が実施する訓練の実施目標対実績

各保健所が実施する訓練の実施目標対実績

訓練の名称一覧 実施予定

感染症有事を想定した
想定した訓練

・発生時対応訓練
PPE着脱訓練
移送車患者収容訓練
災害時における感染症対応訓練（嘔吐物処理等）

・受援体制整備訓練
保健所職員・市町職員合同での積極的疫学調査のシミュレーション訓練

上記内容等の感染症有事を想定した訓練を各保健所にて1回以上実施予定



保健所体制確保の目標対実績
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保健所名称 確保人員数

草津保健所 108人

甲賀保健所 46人

東近江保健所 70人

保健所の業務を行う人員確保数

IHEAT要員で必要な研修を受けたものの確保数

保健所名称 確保人員数

彦根保健所 57人

長浜保健所 46人

高島保健所 23人

県設置保健所
合計確保人員数

350人

県・大津市保健所
合計確保人員数

100人

県・大津市の区分 保健所名称 確保人員数

県

草津保健所 24人

甲賀保健所 １２人

東近江保健所 １６人

彦根保健所 12人

長浜保健所 10人

高島保健所 6人

大津市 大津市保健所 20人

大津市保健所確保人員数

76人
※県は、保健所本務150人、応援職員200人の計350人の人員を設定し、

必要な地域保健対策を継続して保健所機能を維持するための人員数を設定
※大津市は感染症対応業務に従事する人員数を設定

※令和6年度のIHEAT研修・訓練を
11月に実施予定

令和5年度
IHEAT研修

受講者数

IHEAT
登録者
人員数

17人 45人



1.感染症法令に基づき予防計画において定める
各種体制確保にかかる目標の達成状況について

2.その他予防計画の推進に係る各種取組について

22



その他予防計画の推進に係る各種取組
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協定種別 概要 締結した相手方・協定数等

消防との移送協定 コロナ発生前から、エボラ等の一類感染症を対象と
していた協定を締結していたが、今回各保健所が締
結しなおす協定では、一類感染症だけでなく、二類感
染症・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新
感染症を移送の対象感染症に追加。

各消防本部

民間移送事業者との
協定

新興感染症の発生等の感染症有事に迅速に移送体
制を整備できるよう、新興感染症発生時に移送の委
託に係る契約の協議に応じることを定めた協定。

民間救急事業者・・・・・・・2者締結済
介護タクシー事業者・・・13者締結済
タクシー事業者・・・・・・・11者締結済

職能団体との協定 職能団体と平時からの新興感染症の備えと新興感
染症発生時の各種取組の協力等を定めた協定。

滋賀県医師会
滋賀県歯科医師会
滋賀県臨床検査技師会

食料小売事業者との
協定

次期新興感染症発生およびまん延時に自宅療養者
等への迅速な食料品の提供が行える体制を構築す
る目的で、確保する食料品の内容等を予め定めてお
く協定。

1者締結済・3者調整中

配送事業者との協定 次期新興感染症発生およびまん延時に自宅療養者
等への迅速な食料品の提供が行える体制を構築す
る目的で、食料品の配送手段を平時から確保してお
く協定。

3者調整中

市町長との協定 市町長との感染症患者にかかる情報提供や、保健
所の応援派遣等について、平時から定めておくもの。

＜令和７年6月までに締結予定＞
詳細は次スライド



その他予防計画の推進に係る各種取組

新型インフルエンザ等対策特別措置法の政府行動計画に、市町村の役割や都道府県と市町村との連携
について記載されたため、県の行動計画改定と併せて、市町長との協定締結を検討中

＜政府行動計画・ガイドライン記載の市町村が実施すること（一部抜粋）＞

○予防接種（住民接種）体制の構築

○保健所への応援派遣

○都道府県が実施する全庁的な研修・訓練の参加

○新型インフルエンザ等の発生状況、動向及び原因に関する状況に対する住民の理解の増進

○要配慮者の把握（要配慮者リストの作成）
a 一人暮らし又は同居家族等の障害、疾病等の理由により、介護ヘルパー等の介護等が

なければ、日常生活（特に食事）が非常に困難な者
b 障害者のうち、一人暮らし等の理由により、介護ヘルパーの介護や介助がなければ、

日常生活が非常に困難な者
c 障害者又は高齢者のうち、一人暮らし等の理由により、支援がなければ市町村等からの

情報を正しく理解することができず、感染予防や感染時の対応が困難な者
d その他、支援を要する者（ただし、要配慮者として認められる事情を有する者

○要配慮者への支援内容の検討、食料品や生活必需品等の提供の準備

○市町村が関係団体や地域団体、社会福祉施設、介護支援事業者、障害福祉サービス事業者
等に協力を依頼し、発生後速やかに必要な支援を行うことができる体制を構築

24


